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国連システム学術協議会研究大会に参加して

ーマルチステークホルダー・ガヴァナンスの重要性一

上村雄彦（横浜市立大学）

国連システム学術協議会（ACUNS:Acade 

mic Council on the United Nations 

System）は，関連，多国間主義，国際機構

に関する研究を促進すること，ならびに研究

者と実務家間の対話と理解を促し，関連する

教育を推進することを目的に創設された現

在会員は 54ヵ留からおよそ 3000名（うち日

本の会員は 30名ほど）で，国連や国連職員

と密な連携を取りつつ，毎年研究大会を開催

し， GlobalGovernαneeという学術誌を刊行

している．

今回， ACUNSに参加した契機は，長らく

関連に勤務され，現在国連大学高等研究所に

務めておられる功万達朗先生から，「ぜひ

ACUNSのメンバーに グローパル・タック

スの重要性を聞かせてやってほしいjとの依

頼を受けたことであった．残念ながら，功万

先生の参加は叶わなかったが，敬愛大学の庄

奇真理子先生，京都大学の森品寿先生と一緒

に， fグロ｝パル・タックス，グローパル資金，

グローバル・ガヴァナンスJというワークシ

ョッブ・パネルを組み，研究報告を行うこと

となった．

以下本稿では，まず研究大会の全体のプロ

グラムを概観しながら，基調講演，記念講演，

全体セッションのハイライトを紹介したい．

とりわけ，全体セッションについては，今回

の大会で最も議論が盛んだ、った「保護する

任（R2P:Responsibility to Protect) Jを中

心に紹介する．その上で，上記3名で研究発

表を行ったワークショップ・パネルの報告を

行い，最後に研究大会へ参加しての所感を述

べて，結びとしたい．

ACUNSの年次大会（ACUNS2014）は，

2014年6月 19日から 21日までの 3日間，

トルコのイスタンブールで開催された．今回

のメインテーマは「グローバル・ガヴァナン

ス一新しい規範の結合と浮かび上がる課題

(Global Governance: Engaging New Nor・ms

and Emerging Challenges) Jで，基調講演，

記念講演， 4つの全体セッション， 27の並行

ワークショップ・パネルで講成された．参加

入数はおよそ 100名強であった．

今回のメインイベントは， 2013年にノー

ベル平和堂を受賞した化学兵器禁止条約機関

(OPCW）のアフメット・ウズムジ、ュ（Ahmet

むzumcu）事務局長による基調講演「多国間

箪縮のモデルー化学兵器の経験からJであっ

た．講演では，シリアにおける化学兵器の

90%以上が廃絶されたという現状報告ととも

に，なぜOPCWが成功裏に事を運ぶことが

できたのかということについての分析が行わ

れたその理由として，まず核兵器拡散禁止

条約（NPT）と異なか化学兵器を保有して

いる国々と保有していない由々の関に溝がな

いこと，次に徹底した査察，第三に，政府，

学界（科学者），産業界，市民社会という多

様なアクターが協力して化学兵器の廃絶とい

う共通の目的のために取り組んだこと，そし

て，彼らが透明性と信頼に基づくコンセンサ

スで意思決定を行ってきたことが挙げられ

た．さらに，アメリカとロシアが協力しリ

ーダーシップを発揮したことも，成功の大き

な要因として指摘された．ここで確認できた

ことは，あらゆるアクターが関与して意思決

定・実施を行うマルチステークホルダー・ガ
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ヴァナンスの重要性と，可能な限りコンセン

サスで意思決定を行う大切さである．

次に，二つ自の自玉となる記念講演は，ポ

スト 2015開発計画国連事務総長特別顧問の

アミナ・モハメッド（AminaMohammed) 

による「次の開発アジ、エンダー多居間主義の

制新の機会Jであった講演では，世界が芭

寵している様々な問題に対する国連を基軸と

した多国間主義の対応が幅広く述べられ，併

せてポスト MDGs（ミレニアム開発目標）

の議論の進捗状況が紹介された現在ポスト

MD Gsとして， 17の自標が議論されている

が，最終的には 15の目標と，それぞれにつ

いて 4つのターゲットに絞られる予定である

ことが披濃された最後に，これらの皆様を

達成するのに必要な巨額の資金が不足してい

る問題と「無関心のグローバル化Jが指捺さ

れた．その上で，今後はあらゆるレベルで，

あらゆるアクターによる参加とガヴァナンス

が不可欠であることが強調された．資金とガ

ヴァナンスの問題は，まさに今回のワ｝クシ

ョップ・パネルの王題であったので，国際レ

ベルでの共通認識が存在することが確認でき

た．

続けて， 4つの全体セッションのテーマは，

①紛争管理，国家による介入，市民の保護，

②ポスト 2015アジェンダにおける持続可能

な開発とレジリエントな都市，③ローカル・

オーナーシップ，グローバルな集合行動，破

続国家への対応，④国連は「パッチワーク多

国間主義Jを生きながらえることができる

か？ というものであった．

②を除いて議論の中心となったのは，「保

護する責任（R2P)Jであった. R2Pとは，

これまで国家主権と内政不干渉を f絶対的ル

ール」とする国際政治の常識を覆す「革新的

なJ構想で，「国家は，自国民を保護する責

任がある．しかし当該国家がそれを行う能

力も意思もないときには，国際社会がその責

任を果たさなければならない」というもので

ある．

R2Pについては，これを口実に先進国が途

上国に対して内政干渉を行うのではないかと

の懸念を抱く多くの途上国が批判し人間の

安全保障を外交の柱としている日本も，武力

行使を伴う可能性のある R2Pに対してきわ

めて慎重で，人間の安全保障と R2Pは別物

であることを強調している．

このような風潮の中で，今回の ACUNS

でも， R2Pに対して否定的な意見が多く開か

れた．中には，「R2Pは一部の NGOが主張

しているだけで，死んだも同然Jと主張する

パネリストもいた．内部に民族問題や人権問

題を抱える中国の参加者からも，中国がR2P

に慎重なのは当然であるという意見が関かれ

た．

国際政治の営識を刷新する可能性のある

R2Pは現在批判にさらされている．だからと

いって，今後ルワンダなどで見られた’惨劇が

起こった場合，国際社会は放置してよいとい

うことにはならないはずで、ある．その緊張関

係とジレンマが浮き彫りになった全体セッシ

ョンであった．

本ワークショップ・パネルは，グローバル・

タックスの上流（徴税），中流（ガヴァナン

スのあり方）から下流（税収の効果的な使用）

までカバーし様々な観点からその重要性を

アピールすることが一つの目的であった．

まず庄司報告では，民主主義の重要性，そ

れをグローバル社会に適用する必要性，そし

て税を忌避する理由として「代表なくして課

税なし」ということがよく主張されるが，そ

れを逆手にとって「課税なくして代表なしJ,
つまりグローバル社会では課税の仕組みがな

いから，その代表もなく，民主主義が実現で

きていないとの論理が展開された． したがっ

て，グローバルなレベルで畏主主義を達成す

るためには，グローバルな課税が必要なので

あるとの結論が導かれ，次の筆者による報告

に移った．

報告では，まず気候変動問題が深刻である

にもかかわらず，なぜ解決できないのかとい

う理由について，①資金が在倒的に不足して

いること，②ガヴァナンスがあまりにも先進
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国に有利なものとなってきたことが挙げられ

た①については，気候変動対策には年間

20兆円以上が必要との試算がある一方， 2012

年度の世界の政宥開発援助（ODA）の総額

は12兆5600億円であること，②については，

たとえば，地球環境ファシリティのガヴァナ

ンスは先進国優位で，多くの途上国の反惑を

買っていることが指摘された．

これらの鵠題をどうしたら克服できるのか

ーその答えとして，用意された解答がグロー

バル・タックスであった．グローバル・タッ

クスとは，「グローバルな資産や活動に，グ

ローバルに課税しグローバルな活動の負の

影響を抑制しつつ，税収を地球規模課題の解

決に充当する税の仕組みJのことをいう．

まず税収の可能性を見ると，国連によると，

グローバル・タックスによって年間 29兆円

以上の税収が見込まれ，オーストリア経済研

究所のシュテファン・シュルマイスターは，

な国々が0.05%の税率で金融取引税を

実施すれば，年間 65兆5000億円の税収があ

がると試算している．次に，グローバル・タ

ックスがグローパル・ガヴァナンスに与える

影響であるが，グローバル・タックスが実施

されれば，納税者が桁違いに多数で多様にな

る．彼らにアカウンタピリティ（説明責任）

を果たすためには，それを対源とする毘際機

関は，否応、なく透明性（特にお金の流れ）と

民主性（とりわけ，税収の使途について）が

要求されることになるとの論が展開されたー

では，実際はどうなのか？ グローバル・

タックスは，現実にその実施が始まっている．

それが航空券連帯税とその税収の受け盟であ

るUNITAID（国捺医薬品購入ファシリティ）

である．航空券連帯税とは，飛行機に乗るこ

とのできる豊かな乗客に課税しその税収を

HIV・エイズ，マラリア，結核で苦しんでい

る途上国の貧しい人々が治療を受けることを

可能にすることを目的とする UNITAIDの財

源にする税制である．そのガヴァナンスは政

府以外にも， NGOや市民社会，財団，国際

機関も理事として入るなど様々なステーク

ホルダーが意思決定に参加している．

UNIT AIDに続いて，グリーン気候基金

(GCF）が分析された GCFは気候変動に対

応するために，年間 10兆円を調達しようと

している．これだけの資金を得ょうと思えば，

あらゆるセクターから，あらゆる手段を用い

て目的を達成しなければならない．そのため，

意思決定の中核である理事会に「アクティブ・

オブザーバーJというカテゴリーを設け，

NGOや企業の参加を促進する一方，理事に

加え，企業セクター，市民社会の専門家から

構成される民間セクター諮問グループを館設

し理事会に民間セクターに関するアドバイ

スを行うなど， GCFのマルチステークホル

ダー・ガヴァナンスが浮き彫りにされた．

結論として，資金の巨大さを考えると，グ

ローパル・タックスの導入は「現実的Jであ

るしその導入によって，さらなるガヴァナ

ンスのマルチステークホルダー化が進むこと

が予見されると論じられた

最後に，適応基金を事例に気候資金の fダ
イレクトアクセスJを比較しグローバル・

タックスの下流部分（税収の効果的な使用）

に関する森報告があった適応基金とは，ク

リーン開発メカニズム事業から発生する削減

相当量への課金を主要な財源とする基金で，

とりわけ途上国における気設変動への適応、フo

ロジェクトに資金を供給している．

これまで事業の実施は国際機関を通じた形

（インダイレクトアクセス）で行われてきた

が，途上田には資金に直接アクセスできない

との不満があった．そこで，途上国機関が直

譲資金にアクセスし，事業を実施するダイレ

クトアクセスが望まれていたが，適応基金で

初めて可能となった．

その成果について，森報告ではオーナーシ

ップとアカウンタピリティの観点から，セネ

ガルなど4つのプロジェクトの比較・検証が

行われたその結果，概ね良野な成果ととも

に，グリーン気候基金に対する本唆が示され

たそれは，①理事会が明確なガイドライン

でプロジェクトを認定し評価を行うこと，

②信託基準と国捺機関によるプロジ、エクトマ

ネジメントについて，途上国の実施機関がよ

く理解することというものである．
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今回の研究大会を通じて， R2Pのジレンマ

とともに，あらゆるレベルで，あらゆるアク

ターが関与して意思決定・実施を行うマルチ

ステークホルダー・ガヴァナンスの重要性を

再確認できた．そのベースは民主主義にある

が，アフリカからの参加者からは， fグロー

パル・タックスはグローパル・ガヴァナンス

を民主化するというが，アフリカの場合は民

主主義よりもまずは食べ物にありつくこと

だ」というコメントが出され，貧国問題の深

刻さ，そして発展と民主主義の関係性をあら

ためて考えさせられた．

また，イギリスからの参加者からは， fグ
ローパル・タックスは重要だが，ほとんどの

人は”Tax＂と聞くだけでヲ lいていく」とのコ

メントがあり，間際学会のレベルでもグロー

パル・タックスの認知度が低いことを痛感さ

せられたイスタンブールであった．
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